
 

関連条文 建築基準法施行令第 128 条 

 

参  考 建築物の防火避難規定の解説２０２５ ｐ100、ｐ188 番号 97 

 

敷地内の通路 
  

１．原則の取扱い  

敷地内の通路（令第 128 条）は、屋外通路とし、原則当該通路は上空まで開放された通路である

ことが必要である。 

 

２．ピロティ部分等を敷地内の通路とする場合 

ピロティやバルコニー下など、天空でない部分を敷地内の通路として扱うには、下記の条件を全

て満たし、かつ、避難上支障がない場合とする。 

・通路の有効幅員を 1.5ｍ（90cm）以上確保すること。 

・通路部分は、屋内部分と耐火構造の壁・床及び常時閉鎖式の防火設備で区画し、通路の壁及び 

天井の仕上げを不燃材料とし、かつ、その下地を不燃材料とすることその他これに準ずる措置 

を講ずること。 

・通路部分は外気に十分開放されていること。（隣地境界線から有効 50cm 以上確保すること。） 

・駐輪場（原動機付自転車は除く。）を設ける場合は下図の条件を満たすものとする。 
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